
 
 

 

別表 

 

 

附 則 
１  この別表は，平成２４年４月１日から施行する。  

２  この別表は，平成２６年５月１日から施行する。  

３  この別表は，令和  ３年４月１日から施行する。  

費   目 内       容 

賃   金 
研究・活動を実施する上で必要となる補助作業者（助成事業者は除 

く）に対する賃金。 

旅   費 
研究・活動を実施する上で必要となる交通費や宿泊費であり，成果

発表に係る費用は除く。 

需 用 費 

研究・活動を実施する上で必要となる物品購入費やテキスト作成等

の印刷費。ただし，物品購入費は書籍，ソフトウェア及びパソコン

等の備品を除く，1点５万円以内とする。 

役 務 費 
研究・活動を実施する上で必要となる通信費，資料等の運搬費及び

文献・文書資料等の開示請求の手数料。 

賃  借  料 研究・活動を実施する上で必要となる機材，車両，会場等の使用料。 

諸  謝  金 
研究・活動を実施する上で必要となる第三者からの助言，協力に対

する謝礼。 

管  理  費 

要綱第４条で定める教育機関の会計部門等において，助成金の管理

を行う際の事務処理費。ただし，管理費は※直接経費の合計金額の

５％を上限として計上できる。 
※直接経費（賃金，旅費，需用費，役務費，賃借料，諸謝金） 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域づくり助成事業審査委員会設置要領 

■助成金交付申請書（様式１） ・書面の審査等 

【添付書類】 

・計画書（様式 1-1） 
・予算書（様式 1-2） ・審査委員会 

・ 受理 ■交付決定通知書(様式 2) 

   ■決定者を HP で公開 

■助成金交付請求書(様式３) ・受理，打合せ（初回） 

【助成事業の実施】 

・助成金 

■変更交付申請書（様式 4） ・受理，打合せ（中間） 
・変更内容の審査，協議 

受理 ■変更交付決定通知書(様式 5) 

■完了報告書(様式６) ・受理，打合せ（完了） 

【添付書類】 ・内容の確認，助成金の額の確定 

・実績報告書 

・実績概要（様式６－１） 

・決算書（様式６－２） 

・受理 ■精算通知書(様式 7) 

・助成金額の精算 

   ■実施結果を HP で公開 

※ 返還がある場合 

申請者 建設技術センター 

地域づくり助成事業実施フロー 

【添付書類】 
・変更計画書（様式 4-1） 
・変更予算書（様式 4-2） 

提出 

通知 

提出 

支払 

提出 

通知 

※返還 

提出 

通知 
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